
現行議 算 定

区 分 員定数 試算値

（Ａ）
基数の
整数部

基数
１未満

端数に
よる増 

（Ｂ）

広 島 市 中 区 3 144,267 3.441 3 0.441 9位 3 48,089 

広 島 市 東 区 3 115,348 2.751 2 0.751 4位 1 3 38,449 

広 島 市 南 区 3 143,636 3.426 3 0.426 10位 3 47,879 

広 島 市 西 区 4 184,911 4.410 4 0.410 11位 4 46,228 

広島市安佐南区 5 243,794 5.815 5 0.815 2位 1 6 + 1 40,632 

広島市安佐北区 3 130,297 3.108 3 0.108 15位 3 43,432 

広島市安芸区 2 72,391 1.727 1 0.727 6位 1 2 36,196 

広島市佐伯区 3 137,779 3.286 3 0.286 13位 3 45,926 

（広島市計） (26) (1,172,423) (28) （24） 0 - - （3） 0 (27) (+ 1) (43,423)

呉市・江田島市 6 211,397 5.042 5 0.042 16位 5 - 1 42,279 

竹原市・豊田郡 1 28,330 0.676 1 - - 1 28,330 

三原市・世羅郡 3 97,534 2.326 2 0.326 12位 2 - 1 48,767 

尾 道 市 3 120,346 2.870 2 0.870 1位 1 3 40,115 

福 山 市 10 439,994 10.494 10 0.494 8位 10 43,999 

府中市・神石郡 1 40,613 0.969 1 - - 1 40,613 

三 次 市 1 46,587 1.111 1 0.111 14位 1 46,587 

庄 原 市 1 29,598 0.706 1 - - 1 29,598 

大 竹 市 1 24,652 0.588 1 - - 1 24,652 

東 広 島 市 4 198,496 4.734 4 0.734 5位 1 5 + 1 39,699 

廿 日 市 市 2 111,953 2.670 2 0.670 7位 2 55,977 

安 芸 高 田 市 1 24,755 0.590 1 - - 1 24,755 

安 芸 郡 3 115,736 2.760 2 0.760 3位 1 3 38,579 

山 県 郡 1 20,985 0.5005 1 - - 1 20,985 

合 計 64 2,683,399 52 6 - - 6 0 64 0 41,928 

合区 備考

区   分 人 口 配当基数 1 　選挙区別議員一人当たり人口

呉 市 191,653 4.571

江 田 島 市 19,744 0.471

竹 原 市 21,756 0.519 2 　議員一人当たり県平均人口は、41,928人である。（2,683,399人/64）

豊 田 郡 6,574 0.157 3 　呉市・江田島市選挙区の現行議員定数は、現行の呉市選挙区の

三 原 市 83,913 2.001 定数（５人）と江田島市選挙区の定数（１人）の合計である。

世 羅 郡 13,621 0.325 4 　この人口は、令和７年国勢調査において、広島県が独自に集計した

府 中 市 33,347 0.795 ものであり、総務省統計局が別途公表を予定している人口速報集計結果

神 石 郡 7,266 0.173 と異なる場合がある。

広島県議会議員の定数及び選挙区
（令和７年国勢調査人口（速報値）に基づく選挙区別定数配分に関する試算）

＜総定数を現行の64人、江田島市の合区先を呉市と想定し、人口比例原則に従って配分した場合＞

比較

配　分　方　法 増減

(基数１以上の
小数部、順位)

(B)-(A)

:最高 55,977人（廿日市市)

:最低 20,985人（山県郡)

試算定数
による選
挙区別議
員一人当
り人口

摘要令和７年
国勢調査人口
（速報値）

配当
基数

15条8項
但書に
よる配分

較差:2.667倍
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公職選挙法第15条第８項

　各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例して、条例で定めなければならない。

ただし、特別の事情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる。

（５＋１）



現行議 算 定

区 分 員定数 試算値 摘　要

（Ａ）
基数の
整数部

基数
１未満

端数によ
る増 （Ｂ）

広 島 市 中 区 3 143,785 3.415 3 0.415 10位 3 47,928 

広 島 市 東 区 3 115,698 2.748 2 0.748 3位 1 3 38,566 

広 島 市 南 区 3 142,978 3.396 3 0.396 12位 3 47,659 

広 島 市 西 区 4 185,569 4.407 4 0.407 11位 4 46,392 

広 島 市 安 佐 南 区 5 244,097 5.797 5 0.797 2位 1 6 + 1 40,683 

広 島 市 安 佐 北 区 3 131,876 3.132 3 0.132 15位 3 43,959 

広 島 市 安 芸 区 2 72,527 1.723 1 0.723 6位 1 2 36,264 

広 島 市 佐 伯 区 3 137,827 3.273 3 0.273 14位 3 45,942 

（ 広 島 市 計 ） (26) (1,174,357) (28) （24） 0 - - （3） 0 (27) (+ 1 ) (43,495)

呉 市 5 193,684 4.600 4 0.600 8位 4 - 1 48,421 

竹 原 市 ・ 豊 田 郡 1 27,956 0.664 1 - - 1 27,956 

三 原 市 ・ 世 羅 郡 3 97,765 2.322 2 0.322 13位 2 - 1 48,883 

尾 道 市 3 121,288 2.881 2 0.881 1位 1 3 40,429 

福 山 市 10 446,209 10.598 10 0.598 9位 10 44,621 

府 中 市 ・ 神 石 郡 1 41,043 0.975 1 - - 1 41,043 

三 次 市 1 46,694 1.109 1 0.109 16位 1 46,694 

庄 原 市 1 29,895 0.710 1 - - 1 29,895 

大 竹 市 1 24,683 0.586 1 - - 1 24,683 

東 広 島 市 4 198,842 4.723 4 0.723 5位 1 5 + 1 39,768 

廿 日 市 市 2 111,840 2.656 2 0.656 7位 2 55,920 

安 芸 高 田 市 1 23,864 0.567 1 - - 1 23,864 

江 田 島 市 1 19,682 0.467 1 - - 1 19,682 

安 芸 郡 3 115,674 2.747 2 0.747 4位 1 3 38,558 

山 県 郡 1 21,172 0.503 1 - - 1 21,172 

合 計 64 2,694,648 51 7 - - 6 0 64 0 42,104 

合区 備考
区   分 人 口 配当基数 1 　選挙区別議員一人当たり人口

竹 原 市 21,474 0.510 :最高 55,920人（廿日市市)

豊 田 郡 6,482 0.154 :最低 19,682人（江田島市)

三 原 市 84,184 1.999 2 　議員一人当たり県平均人口は、42,104人である。（2,694,648人/64)

世 羅 郡 13,581 0.323

府 中 市 33,913 0.805

神 石 郡 7,130 0.169

広島県議会議員の定数及び選挙区

（県推計人口（令和７年10月１日現在）に基づく各選挙区別定数配分に関する仮試算）

＜総定数を現行の64人と仮定し人口比例原則に従って配分した場合＞

※江田島市の強制合区については考慮していない

比　較

配　分　方　法 増　減

(基数１以上の
小数部、順位)

(B)-(A)

選挙区別
議員一人
当り人口

県推計人口
（令和７年10
月１日現在）

配当
基数

15条8項
但書に
よる配分

較差:2.841倍

（配当方法）

①県全体の人口÷総定数＝議員１人当たり県平均人口
↓
②各選挙区の人口÷議員１人当たり県平均人口＝各配当基数
↓
③配当基数を基に次の順に機械的に配当

　⑴基数の整数を配当

　⑵基数１未満の選挙区に１を配当

　⑶基数１以上の選挙区の少数部分の順位付け　

　　→順位上位から総定数に達するまで１ずつ配当
↓
④特別の事情があるときは、15条8項の但書により配分を変更

【参考】

 令和７年11月19日

議員定数等調査特別委員会資料


